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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
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柏崎刈羽原子力発電所６，７号炉 有毒ガス（2020年 2月 28日版） 女川原子力発電所２号炉 有毒ガス 差異理由 

別紙12-2 

 

原子炉施設周辺の建屋影響による拡散の影響について 

 

有毒ガス評価における大気拡散については，旧原子力安全・保安院が制定した「原子力発電所中央

制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（以下「被ばく評価手法（内規）」という）

に準じて評価をしている。この内規は，LOCA時の排気筒やSGTR時の大気放出弁という中央制御室から

比較的近距離の放出点からの放射性物質の放出を想定した場合での中央制御室の居住性を評価する

ための評価手法等を定めたものであり，評価の前提となる評価点と放出点の位置関係など有毒ガスの

大気拡散の評価においても相違ないため，適用できる。 

 

1. 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散 

放出点から比較的近距離の場所では，建屋の風下側における風の巻き込みによる影響が顕著とな

ると考えられ，放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関係によっては，建屋の影響を

考慮して大気拡散の計算をする必要がある。 

中央制御室等の有毒ガス評価においては，放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関

係について，以下に示す条件すべてに該当した場合，放出点から放出された有毒ガスは建屋の風下

側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとする。放出点から評価点までの距離は，

保守的な評価となるように水平距離を用いる。 

 

1) 放出点の高さが建屋の高さの2.5倍に満たない場合 

2) 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向nについて，放出点の位置が風向

nと建屋の投影形状に応じて定まる一定の範囲（図1の領域An）の中にある場合 

3) 評価点が，巻き込みを生じる建屋の風下側にある場合 

 

上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建屋の影響はないものとして大気拡散評

価を行うものとする。 

建屋の影響の有無の判断手順を図2に示す。 

 

また，建屋巻き込みを生じる建屋として，放出源の近隣に存在するすべての建屋が対象となるが，

巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表として選定する。 

 

評価点を中央制御室外気取入口とした場合を例に，各放出点において建屋影響の有無，建屋巻き込

みを考慮する代表建屋の選定の考え方について示す。 

 

 

別紙8-2 

 

原子炉施設周辺の建屋影響による拡散の影響について 

 

有毒ガス防護に係る影響評価における大気拡散については，旧原子力安全・保安院が制定した「原

子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（以下「被ばく評価手法（内

規）」という）に準じて評価をしている。この内規は，LOCA時の排気筒やSGTR時の大気放出弁という

中央制御室から比較的近距離の放出点からの放射性物質の放出を想定した場合での中央制御室の居

住性を評価するための評価手法等を定めたものであり，評価の前提となる評価点と放出点の位置関係

など有毒ガスの大気拡散の評価においても相違ないため，適用できる。 

 

1. 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散 

放出点から比較的近距離の場所では，建屋の風下側における風の巻き込みによる影響が顕著とな

ると考えられ，放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関係によっては，建屋の影響を

考慮して大気拡散の計算をする必要がある。 

中央制御室等の有毒ガス防護に係る影響評価においては，放出点と巻き込みを生じる建屋及び評

価点との位置関係について，以下に示す条件全てに該当した場合，放出点から放出された有毒ガス

は建屋の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとする。放出点から評価点

までの距離は，保守的な評価となるように水平距離を用いる。 

 

1) 放出点の高さが建屋の高さの2.5倍に満たない場合 

2) 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向nについて，放出点の位置が風向

nと建屋の投影形状に応じて定まる一定の範囲（図1の領域An）の中にある場合 

3) 評価点が，巻き込みを生じる建屋の風下側にある場合 

 

上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建屋の影響はないものとして大気拡散評

価を行うものとする。 

建屋の影響の有無の判断手順を図2に示す。 

 

また，建屋巻き込みを生じる建屋として，放出源の近隣に存在する全ての建屋が対象となるが，巻

き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建屋を代表として選定する。 

 

評価点を中央制御室外気取入口とした場合を例に，各放出点において建屋影響の有無，建屋巻き込

みを考慮する代表建屋の選定の考え方について示す。 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

・記載表現の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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＜評価点：中央制御室－放出点：可動源（塩酸）輸送ルート＞ 

可動源（塩酸）の輸送ルート近傍には，原子炉建屋等の主要な建屋は位置していない。図3に示す通

り，輸送ルートから評価点を結んだ直線状で最も近い7号炉原子炉建屋を代表建屋とした場合でも，

図1に示す建屋影響を考慮する条件に合致しない。よって，評価点：中央制御室－放出点：可動源（塩

酸）輸送ルートにおいては，建屋影響を考慮しない。 

 

 

 

各評価点で考慮した代表建屋を表1に示す。 

 

 

 

 

 

  

・スクリーニング評価の

対象の相違による差異 

（女川のスクリーニング

評価の対象は敷地外固定

源のみ。） 
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参考資料 被ばく評価手法（内規）の適用の考え方 

 

有毒ガス評価における大気拡散評価において，これまでに実施した中央制御室等の被ばく評価にお

ける放出点と評価点と周辺建屋の設置状況の類似性から，被ばく評価と同様に，「原子力発電所中央

制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）（平成21・07・27原院第1号 平成21年８月12 

日）」（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）に準じて評価を行っている。有毒ガス評価にお

ける大気拡散評価について，評価点を中央制御室とした場合における被ばく評価手法（内規）への適

用の考え方，評価条件設定の考え方を以下に示す。 

 

参考資料 被ばく評価手法（内規）の適用の考え方 

 

有毒ガス防護に係る影響評価における大気拡散評価において，これまでに実施した中央制御室等

の被ばく評価における放出点と評価点と周辺建屋の設置状況の類似性から，被ばく評価と同様に，

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）（平成21・07・27原院

第１号 平成21年8月12日）」（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）に準じて評価を行って

いる。有毒ガス防護に係る影響評価における大気拡散評価について，評価点を中央制御室とした場

合における被ばく評価手法（内規）への適用の考え方，評価条件設定の考え方を以下に示す。 

 

 

 

・記載表現の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


